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      規     則 

○群馬県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則（住宅政策課）                 ２ 

 

      告     示 

○群馬県県税条例第２１条第１項の規定により指定する期日（税務課）                  ３ 

○同                                                ３ 

○道路の供用開始（道路管理課）                                   ３ 

 

      公     告 

○開発工事の完了（建築課）                                     ３ 
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群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
五
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群
馬
県
知
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山 

本 

一 
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群
馬
県
規
則
第
三
十
八
号 

 
 
 

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
個
人
情
報
の
」
を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
（
番
号
法
第
十
九

条
第
八
号
に
規
定
す
る
利
用
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

た
だ
し
書
中
「
特
定
個
人
情
報
の
」
を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
個
人
情
報
の
」
を
「
利
用
特
定
個
人

情
報
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
五
号
ロ
中
「
（
同
法
」
を
「
又
は
第
十
条
の
二
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、

第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
十
七
条
た
だ
し
書
、
第
二
十
八
条
た
だ
し
書
、
第
二
十
九
条

た
だ
し
書
、
第
三
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
三
十
六
条
た
だ
し

書
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
個
人
情
報
の
」
を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
の
」
に

改
め
る
。 

 
 
 

附 
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                 

                      

■ 

規 
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◎群馬県告示第１７６号 

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第２１条第１項の規定による告示（令和６年群馬県告示第１

０号）において別途告示で定めることとされている期日のうち、富山県に住所又は主たる事務所若しくは事業所を

有する納税者又は特別徴収義務者に係るものについては、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、

個人の事業税、法人の県民税及び法人の事業税に限り、その期限が令和６年１月１日から同年７月３０日までの間

に到来するものについて、同月３１日とする。 

  令和６年７月５日 

                                          群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

◎群馬県告示第１７７号 

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第２１条第１項の規定による告示（令和６年群馬県告示第１

０号）において別途告示で定めることとされている期日のうち、石川県（金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほ

く市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中

能登町に限る。）に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税者又は特別徴収義務者に係るものについて

は、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、個人の事業税、法人の県民税、法人の事業税、県た

ばこ税、ゴルフ場利用税及び軽油引取税に限り、その期限が令和６年１月１日から同年７月３０日までの間に到来

するものについて、同月３１日とする。 

  令和６年７月５日 

                                          群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

◎群馬県告示第１７８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和６年７月５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

■ 告  示 

■ 公  告 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

一般国道 １２２号 館林市栄町１９８番の２地先から同市富士原町字大
道西９４１番の４地先まで 

令和６年７月５日 
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に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和６年７月５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 佐波郡玉村町大字藤川６０－１、６０－３の一
部、２０－２の一部 

佐波郡玉村町大字飯塚２４９番地１ 
大野駿一郎 

２ 佐波郡玉村町大字角渕字御門５２６９－１ 太田市大原町１１４９番地６ピュアタウンⅡ１号
棟 
岩村健太 

３ 邑楽郡邑楽町大字狸塚字江原２５０２－１ 館林市小桑原町１０１９番地の１１０サクラメン
ト－１０１  
原龍雅、原祥子 
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